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※周辺地域における調査箇所は備考欄に示す。

注1） 「ＩＤ」「公開レベル」「保管形式」「保管場所」については記入しないこと。

注2） ドロップダウンリストから該当する項目を選択すること。

注3） 該当する項目の□をクリックし、チェックを入れる。

ID注1） 保管形式注1）公開ﾚﾍﾞﾙ注1）211216

―

～調査開始年 2012年

― 夏毎年調査頻度注2）

調査機関 東北森林管理局　藤里森林生態系保全センター 委託機関

報告書名称
/調査名称

2020年

令和２年度　合同パトロール（秋田県側） 2021年

改訂ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画

周辺地域
■目的
　入山者に対する啓発指導の強化を図るため、７～９月の登山シー
ズン中に年数回、関係機関合同によるパトロールを毎年実施。
　合同パトロールの際には、
①禁止されている立木の伐採・損傷・植物の採取、たき火、標識類
の状況等の確認
②入山者に対するマナーや入山手続き等の指導
を実施。
　なお、禁漁区の取り締まり権限を有する警察署や関係漁業協同組
合にも参加を要請。

■実施計画
○第１回：令和２年７月18日（土）
　実施コースは、二ツ森、粕毛川源流部・粕毛川本流、粕毛川源流
部・一ノ又沢の３コースとし、二ツ森では登山道の刈り払いも計
画。
○第２回：令和２年８月22日（土）
　実施コースは、粕毛川源流部・三蓋沢、粕毛川源流部・大滝の２
コース

GPS等の位置データあり

調査手法

核心地域

調査箇所・範囲注3）

保管場所注1）

小区分注2）Ⅲ 大区分注2）

前回ID

12017年3月

緩衝地域

―― 調査時期注2）

区分注2）

2月

発行年月/報告年月

資料形式注2）

調査期間 2020年 7月 8月

結果概要（スペースに収まるように入力してください）

■実施結果
○第１回：令和２年７月18日（土）
　二ツ森、粕毛川源流部・粕毛川本流、粕毛川源流部・一ノ又沢の３コースで実施し、33名が参加。
　無断伐採等の違法行為やたき火等のマナー違反の確認は無し。
　また、二ツ森において、マナー向上を促進するための啓発活動を実施し、入山者にマナー遵守への協力を呼びかけるととも
に、ガイド団体の協力も得て、刈り払いも実施。

○第２回：令和２年８月22日（土）
　粕毛川源流部・三蓋沢、粕毛川源流部・大滝の２コースで実施し、26名が参加。
　無断伐採等の違法行為やたき火等のマナー違反の確認は無し。

問い合わせ

東北森林管理局　藤里森林生態系保全センター
〒０１８－３２０１　秋田県山本郡藤里町藤琴字大関添２４－３
TEL：０１８５－７９－１００３　FAX：０１８５－７９－１００５

≪原本（データ）の帰属について≫
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備　考

二ツ森（刈り払い作業）

○第１回

○第２回

粕毛川本流 一ノ又沢

三蓋沢 大滝
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